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○多可町あったか家族多世代住宅助成事業実施要綱 

平成31年２月７日告示第２号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、多可町で生まれ育った者等が親等をサポートし、親等と協力して生活す

る目的で、親等と同居若しくは近居するために、多可町あったか家族多世代住宅助成金（以

下「助成金」という。）を交付することにより、住宅の新築又は改修を支援し、町内に生活

拠点を設けることを促進し、昔ながらの多世代家族の構築を醸成し、優しさあふれる豊かな

町づくりの推進を目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する建築物であって、

専ら自己の居住の用に供するもの（併用住宅にあっては、延べ面積の２分の１以上を住宅

の用に供しているもの）をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸し、販売

等営利を目的とするものは除く。 

(２) 新築 新たな住宅を建築することをいう。 

(３) 改修 住宅の増築、改築、修繕、模様替え又は住宅の安全性、耐久性及び居住性を向

上させるためのものをいう。 

(４) 工事 新築又は改修することをいう。 

(５) 事業者 工事費等の経費を負担する者をいう。 

(６) 定住 工事した住宅を生活の本拠として居住し、当該住宅の所在地を住所地として５

年を超える期間継続して住民基本台帳に記載されることをいう。 

(７) 親等 助成の対象者若しくは配偶者の父母又は祖父母のことをいう。 

(８) 同居 親等と同じ建物に居住することをいう。 

(９) 近居 親等と同一町内の別の建物に居住することをいう。 

（助成の対象者） 

第３条 助成の対象者は、次に掲げる全ての要件に該当する合計年齢100歳未満の夫婦若しく

は50歳未満の者とする。 

(１) 本町を住所地として１年を超える期間継続して住民基本台帳に記載されている親等を

サポートし、親等と協力して生活する目的で、同居又は近居をするために、工事し、そこ

に定住することを誓約する者であること。 

(２) 工事する住宅の事業者であること。 

(３) 工事する住宅の事業者が自己の居住の用に供すること。 

(４) 助成を受けようとする者は、当該の工事について町の他の規程による助成を受けてい

ない、又は受けようとしない者であること。 

(５) 助成の対象者及び同居又は近居する者の中に市町村税等の滞納がないこと。 

２ 助成金の交付回数は、１回限りとする。この場合において、同一住宅等について複数の助

成対象者がある場合は、当該住宅等に係る助成金の交付は、当該対象者のうち１名に限るも

のとする。 

（助成の対象住宅） 

第４条 助成金の交付対象となる住宅は、町内で建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

に基づいて工事する住宅で、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。 
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(１) 工事する住宅の助成の対象となる事業費（消費税及び地方消費税の額を含む。以下

「助成対象事業費」という。）が100万円以上であること。ただし、当該建物が併用住宅

である場合は、居住部分以外にかかる費用を除くものとする。 

(２) 前号に定める助成対象事業費は、総工事費から、別表１に規定する助成対象外とする

工事費（消費税及び地方消費税の額を含む。以下「助成対象外工事費」という。）を控除

して得た額とする。 

(３) 工事着手前までに建築工事届又は建築確認申請の手続が完了しているものとする。 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、別表２に定めるところによる。 

（事業の認定申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、工事着手前に次の書類を町長に提出しなければ

ならない。 

(１) 多可町あったか家族多世代住宅助成事業認定申請書（様式第１号） 

(２) 誓約書兼同意書（様式第２号） 

(３) 工事見積書の写し 

(４) 工事着手前の写真（全景・工事予定箇所） 

(５) その他、町長が必要と認める書類（別表３） 

（事業の認定） 

第７条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合において、当該申請が適当であると認め

たときは多可町あったか家族多世代住宅助成事業認定通知書（様式第３号）により、当該申

請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により通知するにあたり、必要事項を指示することができる。 

（事業費及び工期の変更等） 

第８条 前条の規定により認定を受けた者は、当該認定を受けた後に事業費及び工期の変更又

は申請を取下げようとするときは、次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、軽

微な変更を除く。 

(１) 多可町あったか家族多世代住宅助成事業変更（取下げ）承認申請書（様式第４号） 

(２) その他、町長が必要と認める書類（別表４） 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、その結果を多可町あったか家

族多世代住宅助成事業変更承認通知書（様式第５号）により、当該申請者に通知するものと

する。 

（交付申請） 

第９条 申請者は、工事完了後、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。 

(１) 多可町あったか家族多世代住宅助成金交付申請書兼請求書（様式第６号） 

(２) 工事した住宅の完成写真 

(３) 工事費の領収証の写し 

(４) その他、町長が必要と認める書類（別表５） 

２ 前項の申請は、認定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の末日までにしなければなら

ない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（助成金の交付決定等） 

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて行

う現地調査等により適正な執行が確認できたときは、多可町あったか家族多世代住宅助成金
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交付決定通知書（様式第７号）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するも

のとする。 

（交付決定の取消し） 

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(１) この要綱の規定に違反したとき。 

(２) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(３) 助成金の交付を受けた日から５年を経過するまでの間に取壊し、貸与又は売却したと

き。 

(４) 助成金の交付を受けた日から５年を経過するまでの間に転居又は転出したとき。 

(５) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

２ 前項第４号の規定にかかわらず、申請者が就労その他やむを得ない事情により転居又は転

出した場合であって、助成金交付時点で同居していた配偶者又は子が引き続き当該住宅に居

住し、子世帯の定住が継続していると町長が認めるときは、同号の規定はこの限りでない。 

３ 町長は、第１項の取消しの決定を行った場合には、その旨を多可町あったか家族多世代住

宅助成金交付決定取消通知書（様式第８号）により当該申請者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第12条 町長は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しにかかる部分に関

し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定め

る。 

 

 

別表１（第４条関係） 

助成対象外工事費 １ 備品及び土地の購入に関する費用 

２ 日常的に居住していない離れ 

３ 併用住宅のうち、店舗及び事務所部分に係る工事の費用 

４ 外構工事に係る費用 

５ 車庫、物置等の設置及び修繕に係る工事の費用 

６ 住宅に組み込まれない移動可能な器具等（ビルトインエア

コン、天井灯、フットライト等に関する工事の費用は対象と

する。） 

７ 特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号）に基づ

く特定家庭用機器廃棄物の処分に要する料金（家電リサイク

ル料金） 

８ 設計費用及び申請手数料 

９ その他補助対象工事に関係がないと町長が認める費用 
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別表２（第５条関係） 

助成対象事業費 助成金の額 

100万円未満 対象外 

100万円以上200万円未満 12万円 

200万円以上300万円未満 14万円 

300万円以上400万円未満 16万円 

400万円以上500万円未満 18万円 

500万円以上600万円未満 20万円 

600万円以上700万円未満 22万円 

700万円以上800万円未満 24万円 

800万円以上900万円未満 26万円 

900万円以上1000万円未満 28万円 

1000万円以上 30万円 

別表３（第６条関係） 

その他必要書類 

申請者の戸籍謄本等の写し、申請者の世帯全員の住民票の写し、親等の世帯全員の住

民票の写し、申請者・同居者・近居者全員の市町村税等の滞納がないことを証明する

書類、建築工事届の写し、建築基準法に基づく確認済証の写し、工事の建物の位置

図・平面図・立面図 

別表４（第８条関係） 

その他必要書類 

工事変更見積書の写し、工事の建物の変更平面図及び変更立面図 

別表５（第９条関係） 

その他必要書類 

申請者・同居者・近居者の世帯全員の住民票の写し、工事請負契約書の写し、工事最終見

積書の写し 

 


